
第Ⅱ－５ 財政投融資特別会計

65



第Ⅱ－５ 財政投融資特別会計

66



第Ⅱ－５ 財政投融資特別会計

67



 

 

 日本企業による、脱炭素社会に向けた質の高いインフラの海外展開やその他の海外事業活

動及びサプライチェーンの確保・再編・複線化等による強靱化の支援 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

資源開発投資等（天然ガス開発・液化事業や金属鉱物事業への出資等）を行う日本企業に

対する出融資・債務保証による支援 

・（株）日本政策投資銀行 

特定投資業務において、ライフサイエンス産業等の競争力強化や、地域企業等の回復・成

長のための民間金融機関・ファンドによる取組を後押し・育成するためのリスクマネーの

供給 

・（株）海外交通・都市開発事業支援機構 

日本企業とともに海外交通・都市開発事業を行う現地事業体への出資等 

   ・（株）海外通信・放送・郵便事業支援機構 

海外において電気通信事業、放送事業もしくは郵便事業又はこれらの関連事業を行う者

に対する資金の供給等 

 

上記の財政融資と産業投資については、政府保証とともに、その予定額を財投機関ごとに取

りまとめた財政投融資計画を、毎年の通常国会において、特別会計予算の添付資料として国

会に提出しています。 

（注）財政投融資計画には、「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（長期運用法）」（昭 48 法

7）第 5 条に基づき、財政融資のうち期間 5 年以上のもの、産業投資のうち出資及び期間 5 年以上の貸付け、

政府保証のうち期間 5 年以上のものを計上しています。 

 

（参考）特定国有財産整備勘定 

   当勘定では、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドの考え方に基づき、当初整備費を借

入金等で賄い、施設完成後、この事業の実施に伴い不用となった財産の処分により借入金

等を償還しています。完成後の施設は、一般会計に無償で引き渡すこととされています。 

特定国有財産整備特別会計が平成 21 年度末をもって廃止されたことに伴い、平成 21

年度までに策定されていた事業で未完了であった 185 事業について、経過的に当勘定に

て経理を行っており、令和 2 年度末における未完了の事業は 17 事業となっています。 

なお、平成 22 年度以降に新規で計画策定した事業については、一般会計にて経理を行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  財財投投特特会会のの財財務務のの健健全全性性確確保保 

○ 資産負債管理（ＡＬＭ） 

財政融資資金においては、資金の運用（貸付けなど）と調達（財投債など）の間の期間の

ミスマッチに起因する金利変動リスクが存在しています。このリスクを低減させるため、的

確な資産負債管理（ALM）に努め、貸付金などの資産と財投債などの負債のキャッシュフロ

ーから生じるギャップ（差）の解消に取り組んでいます。 

 

○ 金利変動準備金 

財政投融資改革後の ALM によって、財政融資資金の金利変動リスクは次第に減少してき

ましたが、貸付けの大半が均等償還型のキャッシュフローであるのに対し、財投債が限られ

た年限での満期一括償還型のキャッシュフローであることなどから、現在でも一定の金利変

動リスクが存在します。   

そこで、財政投融資特別会計が長期にわたり安定的な活動を行っていくことができるよう、

利益が発生した場合には金利変動準備金を積み立て、将来生じうる損失に備えることとして

います。 
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